
資料２－３－１ 

                               令和６年●月●日 

 

 香川公民館利用団体・サークルの皆さま 

 

                            茅ヶ崎市立香川公民館長 

 

 

「公民館利用サークルと地域団体との連携に関する調査」への 

ご協力のお願い（案） 

 

 香川公民館の運営につきましては、日頃より、多大なるご協力をいただきありがとうご

ざいます。 

 さて、香川公民館では、社会教育法第２９条の規定により「香川公民館運営審議会」を

設置しています。公民館運営審議会は公民館長の諮問機関として、「公民館における各種事

業の企画実施につき調査審議する」役割を担っており、令和６年７月３０日の審議会にお

いて、香川公民館長より、「公民館を基点としたサークル活動と地域（地域団体等）とのつ

ながりについて」ご意見を求めているところです。 

 つきましては、公民館運営審議会における審議に活用するため、ご多忙のところ大変恐

縮ですが、別紙調査にご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

１ 実施期間 令和６年●月●日（●）～●月●日（●） 

２ 提出方法 窓口にお持ちいただくか、メール、ＦＡＸでご提出ください。 

ご郵送でも受付させていただきますが、切手代等をご負担いただきますこ

とをご了承ください。 

３ そ の 他 団体・サークルとしての回答をお願いします。 

 

 

                          事務担当 香川公民館 

             住 所 茅ヶ崎市香川１－１１－１ 

                          電 話 ５４－１６８１ 

                          ＦＡＸ ５４－１６８１ 

             メール kou_kagawa@city.chigasaki.kanagawa.jp 
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